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はじめに
長年にわたり、こころの健康の時代といわれて

います。休職者における割合、傷病手当金の額と
もに精神疾患が最多となっています。また労災認
定件数も年々増加しています。2015 年に始まっ
たストレスチェック制度などさまざまな手段が導
入されてきましたが、いまだ効果は十分ではない
ように見えます。

労働者のメンタルヘルス問題が増加している背
景には様々な要因があると考えられますが、その
キーワードの一つに「多様化」があります。「多様
化」には、ライフキャリアの多様化、働く人の属
性の多様化、働き方そのものの多様化などがあり
ます。私は産業医として働く方の健康を守る仕事
をしています。今回は産業保健職の立場から多様
化が労働者のメンタルヘルスに及ぼす影響につい
て考えたいと思います。

１．ライフキャリアの多様化
ライフキャリアの多様化とは、つまり働き方や

生き方に対する価値観の多様化のことと言えま
す。例えば、長時間労働が健康リスクであること
はよく知られた事実であり、厳しく規制されてき
ましたが、それでも医師や官僚などで長時間労働
を強いられた結果精神を病む方々の悲劇は相変わ
らず続いており、企業や産業保健職は健康障害に
対して敏感であるべきです。

ですが逆に「働き方改革」が主に労働時間の短
縮化に重点を置いた結果、このような働き方では
自分の成長が望めないとして企業を離職する若者
すらおり、やりがいやワーク・エンゲージメント
にも気を配らなければなりません。法令を守りな
がら上手に舵をとることが求められます。

２．働く人の属性の多様化
近年、様々な背景をもちながら働く人が増えて

きています。外国人労働者、LGBTQ、障害者な
どがその代表でしょう。

外国人労働者
外国人労働者のストレス要因は、働く状況が母

国と違う（仕事内容、人間関係、母国での経歴と
日本での職務内容のギャップ等）上に、生活その
ものも異文化であることでしょう。日本の文化に
合わない行動をとるため、周囲との不調和を生じ
させることも少なくありません。さらには必ずし
も日本語が堪能ではなく、単身赴任で来日してい
ることも多く、ストレス緩衝要因である上司や家
族からのケアが得られにくいという背景もありま
す。同国人同士のネットワークでつながることが
多いですが、そのネットワークの狭さゆえにいさ
かいにつながる例もあると聞きます。

雇う側の日本企業にも、中々本人のストレスに
気づかない、気づいたとしてもどのように職場で
ケアすればいいかがわからないといった問題があ
ります。また実習生という名のもとに、事実上安
価な労働者として長時間勤務を強いられている外
国人労働者がいるということも大きな問題です。
企業側には、外国人労働者が日本の文化や働き方
に慣れるまで、気長かつ丁寧に上司や同国人の先
輩などを通じたメンタルケアが求められます。

LGBTQ
LGBTQ、つまり性的志向、性自認の多様化は

近年理解が進んできているところですが、当人に
対してだけでなく周りに対してもどのように配慮
するかということが課題になってきます。

例としてトランスジェンダーを考えます。ずっ
とトランスジェンダーであることを隠して生きて
きて、自分の内面と、職場で求められる行動規範
とのギャップに苦しみ二次的に抑うつ状態に陥っ
た例も散見されています。その一方、トランス
ジェンダーを職場でカミングアウトしたら周囲が
驚き、社員の中にはその方の姿の変化を受入れら
れずに体調を崩すといった例もあります。このよ
うな非常に機微な問題に関しては、何となく気づ
いていたとしても周りが無理矢理聞き出すことは
してはならず、必要に応じて守秘義務のある産業

「多様化」 が労働者のメンタルヘルスに及ぼす影響「多様化」 が労働者のメンタルヘルスに及ぼす影響
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保健職に上手につなげることが良いでしょう。

障害者
障害は大きく身体障害、知的障害、精神障害の

3 種類に分けられます。身体障害、知的障害と認
定される方の人数はほぼ横ばいが続いているのに
対し、精神障害と認定されている方は増えていま
す。精神障害者にその症状を悪化させることなく
働いてもらうためには、本人の適性にあった職業
選択のみならず、職場環境の整備や合理的配慮が
重要となります。また障害とまでは言えません
が、一般の人に比べて臨機応変に対応するのが苦
手、同じことの繰り返しが苦手、といった得意不
得意に偏りがある労働者の問題も大きいです。適
切に環境を整えさえすれば一般の労働者と同じ、
あるいはそれ以上の能力を発揮することも多いで
すが、環境が合わないことでメンタルヘルスが悪
くなるケースも少なくありません。中には休職に
追い込まれるほど調子を崩す方もいます。

３．働き方そのものの多様化
コロナ禍で急速に普及したのがテレワークで

す。現在様々な調査・研究が行われており、テレ
ワークへの知見が溜まってきています。

まず、大局的にみるとテレワークの普及はメン
タルヘルスに良い影響を与える場合が多いです。
この効果は若年層ほど大きいとされています。そ
のメカニズムとしては、通勤時間を伴わないこと
から睡眠時間が多くとれる、自分の好きな環境で
仕事ができ隙間時間に別の用事ができる、ウマが
合わない同僚等と顔を合わせずに済むなどが考え
られます。

ただテレワークが精神面に与える影響には負の
側面もあります。その原因としてまず挙げられる
のが、生活の場に仕事が「侵食」してくることで
す。仕事と生活の区別があいまいになり、長時間
労働や、夜間などの時間外労働が起きやすいこ
と、一日中常に仕事のことが頭から離れないこと
などが起こってきています。さらには、家族仲が
悪いのに常に自宅にいなくてはならない、介護と
の両立が求められるといったケースもあります。

また対面のコミュニケーションが減ることから
メンタルヘルス不調に陥る方々がいることも明ら
かになっています。例えば中途入社や、異動した
ばかりの人等です。彼らは仕事になじんでいない
だけでなく、わからないことを聞こうと思っても

今質問してもいい状況かどうかがわからない、ま
た周囲からも今困っていることが見えにくいこと
から彼／彼女のストレスは極めて高く、ある日突
然退職を申し出るなどの例が筆者の周りでも散見
されています。

精神衛生は労働者の選好にも左右され、「テレ
ワークが好きだ」と答える人々は週当たりのテレ
ワーク日数が長いほどメンタルヘルス状態がよ
く、「嫌いだ」と答えた人はその逆であるとする研
究結果もあります。

企業の中にはテレワークのデメリットを防ぐた
めの対策を取っているところもあります。生活の
場に仕事が「侵食」してくることに対する対策には、

「つながらない権利」や「勤務間インターバル」が
あります。就業時間外には会社から連絡できない
し会社のサーバーにも接続できない、仕事終了か
ら次の仕事開始まで一定時間（11 時間が多い）空
けるというやり方です。また、コミュニケーション
不足を生まないために、ウェブ上に全員が集まる
雑談タイムを設ける、週に 1 回はリアルに集まる
といった対策を取っている企業もあります。

近年増えた働き方として、ギグワークも挙げら
れます。ギグワークとは、個人事業主として主に
プラットフォーム上で飲食店などの配達を請け負
う仕事です。ギグワークについては、日本では業
務中の事故によるケガへの保障制度の薄さなどが
問題になっていますが、諸外国ではメンタルヘル
ス面も大きな問題となっています。特に、単価が
安いためにどうしても長時間労働になりやすくメ
ンタルヘルス面に悪影響を与えること、さらに各
労働者の評価が AI によって行われ、この過程は
ギグワーカーからはブラックボックスのため、何
を改善すれば自分の評価が上がるかがわからず、
不安や極端なのめりこみにつながることが指摘さ
れています。

おわりに
今後もいろいろな多様化に伴い新たな健康問

題、メンタルヘルスの問題が出てくることは当然
考えられます。我々産業保健職の責務は、そう
いった問題をいち早く察知し、社会に警鐘を鳴ら
し、各々の立場に合わせて「労働者」を保護する
ことだと考えています。
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1．はじめに
職場におけるメンタルヘルス対策では、うつ病

などのメンタルヘルス不調の未然防止（第一次予
防）、早期発見・早期対応（第二次予防）、メンタ
ルヘルス不調により休業した従業員の適切な復職
支援・再発予防（第三次予防）が行われています。
事業所では、厚生労働省の「労働者の心の健康保
持増進のための指針」などに基づいて、従業員や
管理監督者への教育・研修、相談体制の整備、職
場復帰支援体制の整備など、メンタルヘルス対策
に取り組む企業が増えています。

一方、わが国では、健康経営にみられるように、
経営戦略の一部として労働者の健康支援に取り組
む動きが加速しています。その他、働き方改革、
治療と就労の両立支援、仕事と子育て・介護との
両立支援、高齢者や女性の就労促進などの動きが
活発化しており、多様な人材が「いきいきと働く」
ことができる環境整備が、これまで以上に求めら
れるようになりました。

国際的に見ると、国際連合による持続可能な開
発目標では、「3. すべての人に健康と福祉を」

「8. 働きがいも経済成長も」に見られるように、
健康、働きがい、経済成長は世界共通の開発目標
に位置づけられています。2023 年 4 月の G7 倉
敷労働雇用大臣会合でも、「ワーク・エンゲイジ
メントの向上とディーセント・ワークの推進」が
主要課題の一つになったことも、この流れにある
と言えます。

これらの変化は、職場のメンタルヘルス活動の
目的を、精神的不調への対応やその予防にとどめ
るのではなく、組織や個人の活性化も視野に入
れ、広い意味での労働者の「こころの健康」の支
援につなげることを示唆しています。

2．�職場のポジティブメンタルヘルスの�
鍵概念：ワーク・エンゲイジメント

心理学では 2000 年前後から、人間の有する強
みやパフォーマンスなどポジティブな要因にも注
目する動きが出始めました。このような動きの中
で新しく提唱された概念の 1 つが、ワーク・エン
ゲイジメント（Work Engagement：Schaufeli 

et al., 2002; 島津 , 2022）です。
ワーク・エンゲイジメントとは「仕事に誇りや

やりがいを感じている」（熱意）、「仕事に熱心に取
り組んでいる」（没頭）、「仕事から活力を得ていき
いきとしている」（活力）の 3 つがそろった状態で
あり、バーンアウト（燃え尽き）の対概念として
位 置 づ け ら れ て い ま す（Maslach & Leiter, 
1997)。ワーク・エンゲイジメントの高い人は、
仕事に誇りややりがいを感じ、主体的に取り組
み、活き活きと働いているのに対して、バーンア
ウトした人は、仕事でエネルギーを使い果たし、
疲れ果て、仕事への熱意や自信が低下しているの
です。

ワーク・エンゲイジメントと混同されやすい概
念に、ワーカホリズム（Schaufeli, Shimazu, & 
Taris, 2009）があります。ワーカホリズムは、一
生懸命働く点でワーク・エンゲイジメントに類似
していますが、仕事に向き合う態度は後ろ向きで
す。ワーカホリックな人は仕事から離れると罪悪
感や不安が高まるため、この不快な状態から逃れ
るために、仕事をしています。

3．ワーク・エンゲイジメントを高めるには
ワーク・エンゲイジメントは、心身の健康と生

産性の両方に関連する概念であり、ワーク・エン
ゲイジメントを高めることで、健康の維持増進と
生産性の向上を同時に図ることができます。その
ため、ワーク・エンゲイジメントは、産業保健と
経営とをつなぐ鍵概念として、近年、特に注目さ
れています。

ワーク・エンゲイジメント向上の鍵となるのが、
仕事の資源と個人の資源です。これらは、仕事や
個人の持つ強みと言うこともできます。これまで
の理論研究では、それぞれの資源が充実するほど
ワーク・エンゲイジメントが高まり、その結果、
健康や生産性の向上につながることが明らかにさ
れています。つまり、仕事や個人の持つ強みを伸
ばすことで、ワーク・エンゲイジメントが高まり、
健康や生産性の向上につながるのです。

ワーク・エンゲイジメントを高めるための方法
は、組織ができる工夫と従業員個人ができる工夫

職場のポジティブメンタルヘルス： 職場のポジティブメンタルヘルス： 
ワーク・エンゲイジメントに注目してワーク・エンゲイジメントに注目して

慶應義塾大学総合政策学部　　
教授　島津　明人
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とに整理できます。組織ができる工夫では、従業
員の「外的資源」、つまり職場内の仕事の資源を増
やすことで、従業員一人ひとりの、さらには組織
全体のワーク・エンゲイジメントを高めます。こ
れに対して、従業員個人ができる工夫では、一人
ひとりが「内的資源」、つまり個人の資源（心理的
資源ともいう）を強化することで、ワーク・エン
ゲイジメントを高めます。

厚生労働省の研究班「労働生産性の向上に寄与
する健康増進手法の開発」（主任：島津明人：
https://hp3.jp/project/php）で は、ワ ー ク・
エンゲイジメントの向上を目的とした組織と個人
の活性化手法を開発し、その成果物としてガイド
ラインとマニュアルを公表しています（島津 , 
2020）。この研究班では、ワーク・エンゲイジメ
ントの先行要因である仕事の資源と個人の資源に
注目し、これらの資源を高めるための介入が、ワー
ク・エンゲイジメントの向上を通じて、健康と生
産性の向上につながることを仮定しています。

マニュアルは全部で 4 種類開発されており、仕
事の資源に注目した「職場環境へのポジティブア
プ ロ ー チ 」「CREW（Civility, Respect, and 
Engagement in the Workplace）プ ロ グ ラ
ム」、個人の資源に注目した「ジョブ・クラフティ
ング研修プログラム」「思いやり行動向上プログ
ラム」があります。職場環境へのポジティブアプ
ローチでは、ストレスチェック制度を活用し、仕
事の資源の向上を図るための活動を従業員参加型
で行います。CREW プログラムでは、職場内の継
続的なミーティングを通じて、メンバーが相互に
尊重し合う関係構築を目的としています。ジョ
ブ・クラフティング研修プログラムは、やらなけ
ればいけない仕事を、従業員自身がやりがいのあ
る仕事となるよう工夫を加えるアプローチです。
思いやり行動向上プログラムは、職場内のメン
バーが利他的な行動を増やし、職場全体の相互支
援を高めることを目的としています。これら 4 つ
のプログラムのマニュアルは、すべて筆者の研究
室 WEB サイト（https://hp3.jp/project/php）

から無料でダウンロードすることができます。

4．まとめ
本稿では、職場のポジティブメンタルヘルスの

鍵概念として、ワーク・エンゲイジメントを取り
上げ、その背景、考え方、ワーク・エンゲイジメ
ント向上の進め方を紹介しました。従来の職場の
メンタルヘルスでは、従業員や組織の弱みを支え
る活動を重視していましたが、ポジティブメンタ
ルヘルスでは、弱みを支えるだけでなく強みを伸
ばす活動も重視しています。

ワーク・エンゲイジメント研究は、その概念が
提唱された 2000 年ごろから理論的な実証研究が
進み、近年ではワーク・エンゲイジメントの支援
方法の開発やその科学的検証が蓄積されつつあり
ます。今後、研究者、産業保健職、人事労務担当
者、経営層、政策担当者が協力しながら、科学的
根拠にもとづくワーク・エンゲイジメントの支援
方法を開発し、産業現場に普及・浸透させること
が期待されています。

引用文献：
Maslach, C., and Leiter, M. P. (1997). The truth about 
burnout: How organizations cause personal stress 
and what to do about it . Jossey-Bass.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Romá, V., 
and Bakker, A. B. (2002). The measurement of 
engagement and burnout: A two sample confirmative 
analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 
71-92.

Schaufeli, W. B., Shimazu, A., and Taris, T. W. (2009). 
Being driven to work excessively hard: The 
evaluation of a two-factor measure of workaholism in 
The Netherlands and Japan. Cross-Cultural 
Research, 43, 320-348.

島津明人 (2020). これからの働き方を考える：主体的朗働と
産業ストレス. 産業ストレス研究，27，383-388.

島津明人 (2022). 新版 ワーク・エンゲイジメント：ポジティブ・
メンタルヘルスで活力ある毎日を. 労働調査会.
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はじめに
「治療と仕事の両立支援」とは、精神・身体の様々

な病気の治療をしながら、働く意欲のある方々を

支援することを指します。患者さんが仕事を続け

たいという希望がある場合、より適切な対応のた

めに医療機関と職場との連携が必要と考えられま

す。しかし、実際の医療機関の現場では、連携や

協議に注力できるような自由度に乏しいといった

理由から、職場に対しての積極的な支援が難しい

というのが実情です。また、職場側も体制が不十

分なために、就労の継続や復職困難になる場合も

あります。職場にとっても、本来働ける人材を失

うことは大きな損失となりえます。

今後、高齢で働く人の割合が増えていくと予想

されることから、様々な疾患と付き合いながら働

く人も増加することが見込まれるため、両立支援

の重要性は増していくと思われます。今回は、疾

患を特定せず、「両立支援」全般についてお伝えし

ます。

•両立支援制度の活用
「両立支援」をサポートしてくれる、両立支援促

進員、両立支援コーディネーターの存在をご存じ

でしょうか。

「両立支援促進員」とは、独立行政法人労働者健

康安全機構の産業保健業務基準に基づいて、「治

療と職業生活の両立支援対策の普及促進のための

個別訪問支援、仕事と治療の両立に関する労働者

（患者）等と事業場との間の個別調整支援、治療と

職業生活の両立支援に係る教育及び事例収集を実

施する」職務を行っています。産業保健総合支援

センター（さんぽセンター）では、 保健師、看護師、

社会保険労務士や労災病院の医療ソーシャルワー

カー等に「両立支援促進員」の委嘱を行っていま

す。さんぽセンターは、産業医、産業看護職、衛生

管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、

事業主等に対し職場の健康管理への啓発を行うこ

とを目的として各都道府県に設置されています。

両立支援で聞いてみたいことがあったら相談して

みましょう。

「両立支援コーディネーター」とは、医療機関、

企業、公的相談機関等に所属し、両立支援に関す

る基礎的な知識や考え方等の一定の研修を受講

し、患者さんや家族からの依頼を受けて患者さん

に寄り添いながら相談支援を実施しています。ま

た、患者さんを中心とした、主治医、企業・産業

保健スタッフのコミュニケーションのサポートを

行っています。

また、ハローワークでもがん患者さんや難病患

者さんの就労支援をしていたり、がん相談支援セ

ンター、肝疾患相談支援センター、難病相談支援

センターなどでもサポートを行っています。

•両立支援を受けたいと思ったら
ご自分が治療を継続しながら仕事をしたいと考

えた場合、まずは通院先に両立支援の相談窓口が

ないか主治医やその他のスタッフに確認してみま

しょう。窓口がなかった場合は、上述のさんぽセ

治療と仕事の両立支援治療と仕事の両立支援

独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院　　
精神科部長　柴岡　三智
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ンターや各疾患の支援センターなどに相談してみ

ることをおすすめします。相談内容は、「今後の治

療費や生活費など心配なこと」「上司や同僚に何

と言って説明しよう」「まわりに迷惑をかけてい

るのではないか」などなど、不安なことは一人で

悩まず、まわりに相談しましょう。まわりに相談

した体験がない、もしくは相談してもうまくいか

なかった経験のある方は躊躇することもあるかも

しれませんが、まずは相談してみましょう。自分

の知らなかった制度などを教えてもらえたり、話

せる場があるという安心感を得ることで精神的な

支えになったりします。その窓口で対応できない

場合も、適切な相談窓口を紹介してくれるでしょ

う。

•医療機関における両立支援
医療機関側でも、患者さんがどのような仕事を

しているか知ることは、患者さんを理解し、治療

を進めるうえで重要と考えられます。平成 30 年

には、「療養・就労両立支援指導料」が保険収載さ

れました。事業所から情報を得て、患者さんに必

要な指導を実施し、事業者に診療情報を提供する

ことで算定できます。算定できる対象疾患は限ら

れていますが、今後広がっていくと思われます。

•職場における両立支援
職場での治療と仕事の両立支援に関しては、

「事業場における治療と仕事の両立支援のための

ガイドライン」や「治療と仕事の両立支援コーディ

ネーターマニュアル」などを参考にして体制づく

りをするとよいでしょう。職場でも初めてのこと

であれば対応に不安があると思います。本人から

の病気についての説明で不明な点がある場合は、

本人と主治医の許可を得て診察に同席するなどし

て、情報収集すると対策がとりやすいかもしれま

せん。ただし、病気にかかわる情報は、非常に配

慮を要する情報であることに注意が必要です。

職場では、リモートワークやオフピーク通勤、

1 時間単位で有給休暇がとれるなど、通院と仕事

を両立しやすい制度の導入を検討することも対策

の一つと考えられます。そのような制度が整って

いる企業は、通院していない人にとっても働きや

すい職場ともいえます。人材の定着や生産性の向

上も見込まれます。これを機に、職場での体制が

どうなっているか、改善する余地がないかなど、

再確認してみてはいかがでしょうか。

おわりに
ご自身が何かの病気にかかった時、驚いたり悲

観的に考えてあせったりして慌てて離職をしない

よう、まずはまわりに相談してみましょう。どう

いう結論を出すとしても、拙速な判断をせず、慎

重に考えましょう。

「他人を理解する」ということは非常に難しく、

また配慮をもって行うべきことと思います。両立

支援の場合も、関係者が注意深くお互いに求めて

いることを調整し、患者さんがよりよい職業生活

が送れるよう協力できる体制づくりが望まれま

す。

参考
・労働者健康安全機構　https://www.johas.go.jp/

・ 治療と仕事の両立支援ナビ 
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
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１．はじめに
当社は創業 65 年、東京都文京区に本社を構え

る総合建設会社（従業員数 234 名）です。2023
年 3 月、厚生労働省よりヒューマンリソースセン
ターの機能が「切れ目のない日本の社会保障制度
と似ている」とのお話しをいただき、ASEAN・
社会保障ハイレベル会合で各国に社長がその取組
みをご紹介しました。

２．優れた取組みに対する認識が浸透
私は 2007 年、総務部へ中途入社しました。経

営層が全社員との個人面談を 40 年以上実施して
いること、社員が病気になっても雇用維持し看護
する家族にも配慮していること、社員が主導的に
メンター役を担ったり、家族に働く現場を見学さ
せたりしていることにも驚きました。まさに企業
理念にある「多様な価値観の尊重」を実践してい
たのです。しかしながら、多くの社員にとって「他
社にはない特別な取組み」という認識はあまりあ
りませんでした。

当時の建設業界は「ワーク・ライフ・バランス」
という言葉さえ口にするのはご法度という雰囲気
でしたが、男女平等の理念に基づく人事評価制度
やファミリーデー開催等が評価され、2012 年文
京区よりワーク・ライフ・バランス推進認定企業
に選出されました。これをきっかけに、社員が「う
ちの会社って実は良い会社だったんだね」と話し
ているのを見かけるようになりました。

３．ワンストップの相談窓口
2013 年、採用、研修教育、人事評価、キャリア

カウンセリング、ファイナンシャルプラン、育児・
介護・病気との両立支援など人生の節目に寄り添
う「ヒューマンリソースセンター（HRC）」が設
立されました。取締役会の直下に位置し、ライン
とは一線を画しています。大手企業と異なり社内
に十分なリソースはないため、外部のリファー先

（産業保健センター・産業医・産業保健師・社会

保険労務士・ファ
イナンシャルプ
ランナー等）を
充実させ連携し、
各 種 相 談 に あ
たっています。

例 え ば、病 気
になった社員の
家族から家計相
談を受け、その
解決方法として
GLTD（団体長期障害所得補償保険）に加入しま
した（65 歳まで標準報酬月額の 40％を補償）。ま
た、夫婦関係が悪化し業務に支障が出ている社員
からの相談には、弁護士と連携し調停手続きの支
援をしました。その他、お子さんの就職支援、が
ん治療への助言など多岐にわたります。

このように少しの不安を話せる場所が作られた
ことで早期対応が可能となり、メンタル不調で重
症化する者はゼロ、突然「退職したい」と言う社
員もいなくなりました。

4．最後に
中小企業は人が採れないと嘆くのではなく、社

員や家族へ安心安全を保証していくことが大切で
す。技術が流出すれば経営の根幹が揺るぎかねま
せん。病気や介護を理由に離職することのないよ
う、社員と家族の人生全体をしっかりサポートす
ることが現代の企業に求められています。

【受賞歴】

2020年日本対がん協会「朝日がん大賞」、2021 ～ 2023年
経済産業省「健康経営優良法人（中小企業部門）ブライト
500」認定、2016年東京都「中小企業技能人材育成大賞知
事賞（優秀賞）」、2015年東京都「がん患者の治療と仕事へ
の両立への優良な取組みを行う企業（中小企業部門、優良
賞）」、2012・2014年文京区ワーク・ライフ・バランス推
進認定企業

株式会社松下産業　　
ヒューマンリソースセンター長　齋藤　朋子

人生の節目に寄り添うワンストップの相談窓口人生の節目に寄り添うワンストップの相談窓口

マネープランセミナー
キャリア相談
確定拠出年金

階層別研修
技術研修
通信教育

資格取得支援

福利厚生
人事評価・昇級昇格

賞与支給
表彰
勤務状況

配属・ローテーション

ファミリーデー
中学生・高校生職場体験
大学生インターンシップ
育児休業・
介護休業促進施策

労働時間管理
産業医健康相談
メンタルヘルス
インフルエンザ予防接種

採用

ヒューマンリソース
センター

その他

ライフ
デザイン

教育・研修・
自己啓発

子育て・
介護支援

健康管理


